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【平成 9 年 2 月 18 日制定】 

第１ 趣旨 

     この基準は、青森県景観条例（平成８年３月青森県条例第２号）第１７条第１項の規定に

基づき、県が実施する公共事業に係る良好な景観の形成（以下「景観形成」という。）のため

の基準を定めるものとする。 

 
第２ 運用方針 

(1) この基準の運用に当たっては、関係公共団体等との十分な連絡調整を図り、整合性のとれた

景観形成に努めるものとする。 

 (2) この基準による景観形成のための配慮の程度については、事業の目的や施設の安全性・機能

性に支障の生じない範囲で、先導的な景観形成の必要性、景観形成に及ぼす影響等を個々に勘

案し判断するものとする。 

 
第３ 共通事項 

 １ 基本的な事項 

 (1) 地域の特性を考慮し、周辺景観との調和に努めること。 

 (2) 景観形成の先導的役割を果たすよう努めるとともに、将来の維持管理について配慮すること。 

(3) 計画地の選定に当たっては、自然や歴史的・文化的遺産等の地域の良好な景観資源を保全す

るとともに、主要な視点場からの眺望を妨げない箇所とするよう努めること。 

(4) 公共事業等の相互間の調和を図るよう努めること。 

(5) 計画地について、市町村が良好な景観の形成に関する基本方針その他これに類する計画、基

準等を定めている場合は、その内容にも適合するよう努めること。 

(6) 計画地について、良好な景観の形成に関する協定がある場合は、その内容にも適合するよう

努めること。 

 

 ２ 施設・設備に関する事項 

 (1) 法面 

現況の地形や周辺の既存植生を考慮した上で、可能な限り、緩やかなこう配の採用や緑化等

により、周辺景観との調和に努めること。 

 

(2) 擁壁 

圧迫感を緩和するため、規模、意匠及び素材の工夫や緑化により、周辺景観との調和に努め

ること。 

 

(3) 護岸 

形態、意匠及び素材の工夫や緑化により、周辺景観との調和に努めるとともに、親水性の確

保に配慮すること。 
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(4) 防護さく 

形態、意匠、色彩及び素材の工夫により、周辺景観との調和に努めるとともに、統一性に配

慮すること。 

 

(5) 舗装 

伝統的町並み等を有する地域にあっては、意匠、色彩及び素材の工夫により、周辺景観との

調和に努めること。 

 

 (6) 展望広場等 

計画地において、特に眺望の優れた箇所がある場合には、可能な限り、展望広場、ポケット

パーク等の整備に努めるとともに、これらの施設自体が周辺の景観と調和するよう配慮するこ

と。 

 

(7) 標識・サイン類 

  ① 形態、意匠、色彩、素材等の工夫により、周辺景観との調和に努めること。 

    ②  可能な限り、設置数及び設置場所の適正化を図り、地域や沿線における統一性に配慮する

こと。 

 

 (8) 照明施設 

① 形態、意匠、色彩、素材等の工夫により周辺景観との調和に努めるとともに、統一性に配

慮すること。 

②  施設をライトアップする場合には、過剰な光量とならないよう配慮すること。 

   

(9) 雪対策施設 

計画地が積雪地である場合は、防雪施設、堆積スペース等の設置に配慮するとともに、積雪

期以外におけるこれらの施設と周辺景観との調和に努めること。 

 

 ３ その他 

  (1) 用地造成 

可能な限り現況の地形を生かし、周辺景観との調和に努めること。 

 

 (2) 緑の保全・緑化 

① 計画地に樹姿又は樹勢の優れた樹木がある場合は、保存又は移植するよう努めること。 

② 植栽に当たっては、自然的条件や周辺景観との調和を考慮し、可能な限り郷土種の使用に

努めること。また、地域の特性を踏まえ、季節感や潤いをもたらす花木の活用にも配慮する

こと。 
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 (3) 維持管理等 

  ① 維持管理及び修繕に当たっては、形態、意匠、色彩及び素材が全体として周辺景観に調和

するよう努めること。 

②  樹木等については、長期にわたって美しい景観に生かすことができるよう適正な管理に努

めること。 

 

第４ 事業別事項 

１ 道路 

 (1) 路線の選定等 

  ① 良好な景観を有する地域にあっては、その景観を損なわないような路線の選定を行うなど、

周辺景観との調和に努めること。 

② 路線計画に当たっては、良好な眺望が得られるよう、また、地域のランドマーク等の景観

資源を利用するよう努めること。 

 

 (2) トンネル、スノーシェッド等 

出入口は、形態、意匠、素材等の工夫及び緑化により、周辺景観との調和に努めること。 

 

 (3) 高架橋・歩道橋 

形態、意匠、素材及び色彩の工夫により、周辺景観との調和に努めること。 

 

 (4) 交差点 

信号機柱、標識、照明施設等については、可能な限り、整理統合を行い、周辺景観との調和

に努めること。 

 

(5) 歩道・自転車道 

① 路面については、色彩、素材等の工夫により、周辺景観との調和に努めること。 

② 必要に応じ、緑化、小広場の設置等により、潤いの場の創出に努めること。その際には、

地域の特性又は統一性に配慮すること。 

 

(6) 地下歩道等 

上屋は、形態、意匠、色彩等の工夫により、周辺景観との調和に努めるとともに、地下部に

おいては、暗さや圧迫感を可能な限り緩和するよう配慮すること。 

 

(7) 道路附属物・占用物 

① 防護さく、照明施設、標識等は、形態、意匠、色彩、素材等の工夫により、周辺景観との

調和に努めるとともに、地域や沿線における統一性に配慮すること。 

② 快適な市街地の景観を実現するため、可能な限り、電線類の地中化を図るよう努めること。 
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 (8) 道路緑化 

① 都市部の道路にあっては、可能な限り、連続した植樹帯や植樹ますを設けるとともに、そ

の他の地域の道路にあっても沿道の緑を有効に活用した緑化に努めること。また、中央分離

帯や交通島についても、可能な限り緑化するように努めること。 

② 植樹に当たっては、樹木の配置や樹高を工夫することにより、沿線における統一性に配慮

すること。 

 

２ 橋りょう 

 (1) 橋りょう本体 

形態、意匠、色彩等の工夫により、地域の特性及び周辺景観との調和に配慮するとともに、

必要に応じ造形的な美しさの創出に努めること。 

 

(2) 親柱、高欄及び照明施設 

橋りょう本体との調和に努めるとともに、形態、意匠、色彩、素材等の工夫により、地域の

特性及び周辺景観との調和に配慮すること。 

 

  (3) 橋詰 

橋りょう本体や高欄等との調和に努めるとともに、必要に応じ小広場等を設置し、周辺景観

の眺望の場としての整備に努めること。 

 

３ 河川・水路 

(1) 護岸 

第３の２の(3) に準じる。 

 

(2) 堤防及び高水敷 

   地域の自然景観との調和に努めるとともに、可能な限り親水性の確保に配慮すること。 

 

(3) その他の工作物 

水辺の植生等に配慮し、形態、素材等の工夫により、周辺景観との調和に努めること。 

 

４ ダム 

(1) ダム本体 

形態等については、周辺の自然景観との調和に配慮すること。 

(2) ダム湖周辺 

① 可能な限り既存植生の保全や緑化を行うことにより、周辺景観との調和に努めること。 

② 公園等の整備により、潤いの場の創出に努めること。その際には、可能な限り親水性や眺

望に配慮すること。 
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５ 砂防・治山 

(1) 堰堤 

形態、素材等の工夫及び周囲の緑化により、周辺の自然景観との調和に努めること。 

 

(2) 急傾斜地崩壊対策施設・山腹工施設 

形態、素材等の工夫及び緑化により、周辺景観との調和に努めること。 

 

６ 港湾・漁港 

(1) 防波堤、岸壁等 

形態、意匠及び素材の工夫により、周辺景観との調和に努めるとともに、可能な限り親水性

の確保に配慮すること。 

 

(2) 建築物・工作物 

① 形態、意匠、色彩等の工夫及び緑化により、周辺景観との調和に努めるとともに、関連施

設相互の調和にも配慮すること。 

② 余裕地においては、緑化等を行い、潤いのある空間を創出するよう努めること。 

 

  ７ 海岸 

(1) 堤防等 

形態、意匠及び素材の工夫により、周辺の自然景観との調和に努めるとともに、親水性の確

保に配慮すること。 

 

(2) 海浜 

自然海浜は、可能な限り保全に努めるとともに、海浜公園などの人工海浜を整備する場合は、

周辺の自然景観との調和に努めること。 

 

８ 公園・緑地 

(1) 施設 

位置、形態、意匠、素材等の工夫により、園内や周辺の景観との調和に努めること。特に、

休憩施設、遊具、園路等については、可能な限り地域性のある素材の活用に配慮すること。 

 

(2) 駐車場・自転車置場 

配置等の工夫により、周辺景観との調和に努めること。 

 

(3) 緑の保全・緑化 

第３の３の(2）に準じる。 
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９ 公共建築物 

(1) 建築物本体 

ア  位置、規模、形態及び意匠 

①  地域のシンボルとなる山稜近傍地にあっては、主要な視点場からの稜線を切断したり、

背景との調和を乱すことのないよう位置、規模、形態及び意匠の工夫に努めること。 

② 良好な自然景観を有する地域では、これと調和するよう規模、形態及び意匠の工夫に努

めること。 

③  道路等の公共空間に接する部分については、歩行者等に対する圧迫感を緩和するような

位置、規模、形態及び意匠とするとともに、高層の建築物にあっては、前面に公開空地を

設けるなど、敷地内にゆとりのある空間を創出するよう努めること。 

④  市街地にあっては、周辺の建築物との連続性を考慮して、町並みと調和した高さ、位置、

形態及び意匠とするよう努めること。 

⑤ 建築物が全体として、まとまりのある形態及び意匠とするよう努めること。 

イ 色彩 

①  周辺景観と調和する色彩を用いるよう努めること。 

②  多くの色彩やアクセント色を使用する場合は、その数、色彩相互の調和及びバランスに

配慮すること。 

ウ  素材 

①  周辺景観と調和する素材を採用するよう努めること。 

②  可能な限り、耐久性に優れ維持管理が容易な素材や年数とともに景観の中に溶け込むよ

うな素材を採用するよう努めること。 

 

(2) 敷地 

①  敷地内は、可能な限り郷土種を用いて緑化するよう努めること。特に、住宅地等にあって

は、敷地の周囲は生け垣等により緑化するよう努めること。 

②  敷地内に樹姿又は樹勢の優れた樹木がある場合は、保存又は移植するよう努めること。 

 

(3) その他 

① 建築物本体は、周辺景観との調和に配慮しながら、必要に応じ地域のシンボルとなるよう

努めること。 

②  一つの敷地に複数の建築物や工作物、屋外駐車場等を設ける場合は、施設間の調和及び施

設全体と周辺景観との調和に努めること。 

③  敷地内は、必要に応じ彫刻、モニュメント等を設置し、魅力的な空間の創出に努めること。 

④  敷地内は、可能な限り電線類の地中化に努めること。 

⑤  建築物の撤去後の跡地は、周辺景観との調和が損なわれることがないよう配慮すること。 

⑥ 必要に応じ、スロープや段差のない入り口の設置等により、やさしさが感じられるような景

観の形成に努めること。 
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10 農地・森林 

農地の整備に当たっては、自然環境に十分留意するとともに、潤いがあり四季を映す田園景

観の形成に努めること。また、森林における施業に当たっては、森林景観の連続性を損なわな

いよう努めること。 
















































